
（
承
認
酒
類
製
造
者
の
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
七
条
の
四

法
第
八
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

申
請
者
の
酒
類
の
製
造
場
（
そ
の
者
が
二
以
上
の
製
造
場
を
有
す
る
場
合
に
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の
製
造
場
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
及

び
名
称

三

法
第
八
十
七
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

旨
四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
八
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

申
請
者
の
酒
類
製
造
業
の
現
状

三

施
行
令
第
四
十
六
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
経
営
基
盤
の
強
化
の
た
め
の
取
組

四

前
号
の
取
組
に
つ
い
て
の
計
画
期
間
、
第
二
号
の
現
状
を
踏
ま
え
た
目
標
及
び

当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
具
体
的
措
置

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
実
績
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
二

法
第
八
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
八
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
提
出
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ

て
は
、
法
人
番
号

二

提
出
者
の
酒
類
の
製
造
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

対
象
年
度
（
法
第
八
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
年
度
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

法
第
八
十
七
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨

五

対
象
年
度
の
前
年
度
又
は
対
象
年
度
の
末
日
に
お
い
て
提
出
者
と
の
間
に
完
全

支
配
関
係
が
あ
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
完
全
支
配
関
係
を
系
統
的
に
示
し

た
図

六

対
象
年
度
に
お
い
て
実
施
し
た
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
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る
た
め
の
具
体
的
措
置
及
び
当
該
目
標
の
達
成
状
況

七

対
象
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
実
施
す
る
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置

八

対
象
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
の
属
す
る
年
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
対
象
年
度

の
一
月
一
日
の
直
前
に
終
了
し
た
法
第
二
条
第
二
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
事
業

年
度
）
に
お
け
る
提
出
者
の
売
上
高
、
売
上
原
価
並
び
に
販
売
費
及
び
一
般
管
理

費
並
び
に
酒
類
の
品
目
別
の
売
上
金
額
そ
の
他
の
酒
類
製
造
業
の
経
営
に
関
す
る

事
項

２

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
又
は
税
務

署
長
に
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
、
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
（
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う

。
第
三
十
七
条
の
四
の
四
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は

、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
承
認
酒
類
製
造
者
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
七
条
の
四
の
三

施
行
令
第
四
十
六
条
の
七
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
日
本
国
籍
を
有
す
る
免
税
購
入
対
象
者
の
確
認
書
類
等
）

（
日
本
国
籍
を
有
す
る
免
税
購
入
対
象
者
の
確
認
書
類
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
四

省

略

第
三
十
七
条
の
四

同

上

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
に
係
る
情

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
に
係
る
情

報
は
、
旅
券
等
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
一
号
、
第

報
は
、
旅
券
等
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
一
号
、
第

三
十
七
条
の
四
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
九
に
お
い
て

三
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
六
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
各
号

同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

５

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
と
は
、

５

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
と
は
、

当
該
免
税
酒
類
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
税
酒
類
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
二

当
該
免
税
酒
類
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
税
酒
類
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
二

号
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
七
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
税
率
の
適
用
区
分
（

号
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
税
率
の
適
用
区
分
（
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品
目
を
含
む
。
第
三
十
七
条
の
四
の
八
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
九
に
お
い
て
同
じ

品
目
を
含
む
。
第
三
十
七
条
の
四
の
五
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
六
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

。
）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
（
施
行
令
第
四
十
六

条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
い
う
。

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
五

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情

第
三
十
七
条
の
四
の
二

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録

情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
輸
出
酒

情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
輸
出
酒

類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。

類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。

以
下
第
三
十
七
条
の
四
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者

以
下
第
三
十
七
条
の
四
の
八
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
は

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
当
該
輸
出
酒
類
販
売

、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場

場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

お
い
て
、
当
該
酒
類
製
造
者
が
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

い
て
、
当
該
酒
類
製
造
者
が
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
開
始
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提

る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
開
始
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提
出

出
す
る
と
き
（
当
該
開
始
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出
酒
類
販
売

す
る
と
き
（
当
該
開
始
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場

場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
開
始

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
開
始
届

届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

２
～
７

省

略

２
～
７

同

上

（
承
認
送
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

（
承
認
送
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
六

消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
施
行
令

第
三
十
七
条
の
四
の
三

消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
施
行
令

第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
信
事
業
者
が
同
項
第

第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
信
事
業
者
が
同
項
第

一
号
の
契
約
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場

一
号
の
契
約
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場

合
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
施
行
令
第
四
十

合
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
施
行
令
第
四
十

六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
れ

六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項

中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
」
と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の

四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
」
と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の

は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る

は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る

輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
購
入
記
録

輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
購
入
記
録

情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項

情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
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と
、
「
第
十
条
の
七
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
七
第

と
、
「
第
十
条
の
七
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
七
第

三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と

別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と

あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
お
け
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
等
の
保
存
等
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
お
け
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
等
の
保
存
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
七

消
費
税
法
施
行
規
則
第
七
条
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し

第
三
十
七
条
の
四
の
四

消
費
税
法
施
行
規
則
第
七
条
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し

く
は
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

く
は
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
書
類
の
保
存

受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
書
類
の
保
存

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
八
条

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
（
同
条
第
七
項
に
規

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
（
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
い
い
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
物
品
販
売
場

定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
い
い
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
物
品
販
売
場

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
事
業

事
業
者
は
、
令
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
同
条
第

者
は
、
令
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
同
条
第
一
項

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
購
入
後

第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
購
入
後
に
お

に
お
い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受

い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た

け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
購
入
し
た
日
か

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
購
入
し
た
日
か
ら
三

ら
三
十
日
以
内
に
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提

十
日
以
内
に
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を

供
を
受
け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
三
号
ロ
及
び
第
六
号
」
と

受
け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
三
号
ロ
及
び
第
六
号
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う

す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
以

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第
二
条
第
四

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第
二
条
第
四
項
第

項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
租

、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
並

税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
並
び
に

び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
購
入
記
録
情
報
（
令
第
十
八
条
の
四
第

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
購
入
記
録
情
報
（
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項

一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
同

後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
同
条
第

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類

五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入

購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
令
第
四
十
六
条
の

記
録
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
令
第
四
十
六
条
の
八
の

八
の
二
第
十
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、

二
第
十
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
、

「
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
消
費
税
法
」
と
、
「
納
税
地
又
は
当
該
譲
渡
に
係
る
輸

法
」
と
あ
る
の
は
「
、
消
費
税
法
」
と
、
「
納
税
地
又
は
当
該
譲
渡
に
係
る
輸
出
物

出
物
品
販
売
場
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
移
出
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
の

品
販
売
場
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
移
出
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
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所
在
地
又
は
当
該
酒
類
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

地
又
は
当
該
酒
類
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第

令
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
七
項
の

十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
七
項
の
規
定

規
定
に
よ
り
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規

に
よ
り
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に

定
に
よ
り
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条

よ
り
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八

の
八
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
同
条
第
十

の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
同
条
第
十
一
項

一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ

後
段
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の

る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と

は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と
、
「

、
「
電
磁
的
記
録
又
は
こ
れ
ら
の
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録

電
磁
的
記
録
又
は
こ
れ
ら
の
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報

情
報
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」

報
」
と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「

と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「
事
業

事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
を
亡
失
し
た
場
合
の
免
税
手
続
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
を
亡
失
し
た
場
合
の
免
税
手
続
）

第
三
十
七
条
の
四
の
八

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
五

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
の
譲
渡
等
の
手
続
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
の
譲
渡
等
の
手
続
）

第
三
十
七
条
の
四
の
九

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
六

同

上

（
輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
七

同

上

２

省

略

２

省

略

（
輸
出
酒
類
販
売
場
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
一

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務

第
三
十
七
条
の
四
の
八

同

上

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
の
許
可
を
受
け
た

三

当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
七
項
の
許
可
を
受
け
た

年
月
日

年
月
日

四

省

略

四

同

上

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法
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施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は

第
三
十
七
条
の
四
の
九

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、

、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二

法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二
第

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項

合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第

第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る

一
号
若
し
く
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
第
五
条

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」

第
六
項
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
条
の
六
第
三
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十

と
、
「
第
五
条
第
六
項
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
条
の
六
第
三
項
、
第
十
五
条
の
三

六
条
第
六
項
、
第
二
十
六
条
の
七
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
又
は
前
条
第

第
二
項
、
第
十
五
条
の
四
第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

九
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
七
第
一
項

別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第

に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
三
項
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七

三
項
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
一
項
に
お
い
て
準

条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

用
す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
三
中
「
法

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
三
中
「
法

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六

第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
蒸
留
酒
類
と
混
和
で
き
る
物
品
の
範
囲
）

（
蒸
留
酒
類
と
混
和
で
き
る
物
品
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
三

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
十

同

上

（
カ
ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
の
範
囲
）

（
カ
ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
八
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
に
関
す
る
石
油
精
製

で
定
め
る
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
に
関
す
る
石
油
精
製
業

業
者
の
判
断
の
基
準
（
令
和
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
二
号
）
に
規
定
す
る
カ

者
の
判
断
の
基
準
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
告
示
第
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
カ

ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
を
用
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

ー
ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
を
用
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

第
四
十
条
の
二

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物

第
四
十
条
の
二

の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分

の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量

が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
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基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め

る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成

十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示

」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の

種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
百

三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び
第
四
十

条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
と

す
る
。

２

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車

と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示

⑴
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ

及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整

、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年

国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第

四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十

二
年
運
輸
省
告
示
第
百
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
、
第

四
十
条
の
四
及
び
第
四
十
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と

い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国

二

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国

土
交
通
省
告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び
第
四
十
条
の

土
交
通
省
告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
第
七
項
第
二
号
及

五
第
一
項
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
に
規
定

び
第
四
十
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
四

す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

条
の
二
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
四
項

十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百

第
二
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
以

九
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該

上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法

び
第
六
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第

九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う

四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
算
定
さ
れ
て
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十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

２

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
六

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五

十
二
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
百
五
十
）
を
乗
じ
て
得
た

十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
並
び
に
第
六
項
及
び
第
七
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該

の
旨
並
び
に
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ

自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

４

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

３

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三

十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
並
び
に
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
並
び
に
第
六
項
及
び
第
七
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
こ
と
。

６

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。
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一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
（
車
両
総
重
量
（
法
第
九
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る

車
両
総
重
量
を
い
う
。
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
・
五
ト
ン
以
下

の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
四
分
の
一
）
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
十
項
及
び
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
九
十
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

７

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務

４

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
九
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動

間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
六
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

８

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
九
（
令
和
七
年
四

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

９

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

10
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令

和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係

る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

５

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト

11
ト
ン
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

ン
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
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の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
平

各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二

章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示

章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示

（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
。
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び

適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四
項
第
一
号
に
定
め
る
窒

に
第
四
十
条
の
四
第
三
項
第
一
号
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
適
用
関
係
告
示
」

素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四
項
第
一
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る

成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
九
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

12
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
十
一
号
イ
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
三
十
三
項
の
基
準
と
す

る
。施

行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

６

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

13
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
自
動
車

ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
自
動
車

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
方
法
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
五
十
号
。
以
下
こ
の

告
示
で
定
め
る
方
法
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
五
十
号
。
次
項
及
び

条
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第

第
八
項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一

三
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

７

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

14
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方

ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方

法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条

法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

15
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
揮
発
油
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ
ス
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保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三

号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十

八
条
第
百
八
項
の
基
準
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ

８

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ

16
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

９

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

17
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
石
油
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
石
油
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
五
項
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第

三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二

十
八
条
第
百
八
項
の
基
準
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

18
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
軽
油
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ
ス

保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七

号
イ
の
基
準
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル

19
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ

20
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

21

10

（
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一

（
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一

日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
軽
油
自
動
車
に
係
る
排
出

日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
軽
油
自
動
車
に
係
る
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百

ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百

六
十
四
項
第
一
号
の
基
準
と
す
る
。

六
十
四
項
第
一
号
の
基
準
と
す
る
。

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）

第
四
十
条
の
四

省

略

第
四
十
条
の
四

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（

３

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成

十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス

二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
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保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
九
号

ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分

の
基
準
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

車
両
総
重
量
（
法
第
九
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車

旧
細
目
告
示

第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百

三
十
三
項
の
基
準

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

項
第
九
号
の
基
準

４

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

４

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な

い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第

い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に

四
十
一
条
第
一
項
第
九
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

一

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別

に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動

車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
九
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５
・
６

省

略

５
・
６

同

上

７

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

７

同

上

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
五
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
九
十
）
以

レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
九
十
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四

上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と

条
の
二
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

の
条
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
以
上

い
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

８

省

略

８

同

上

９

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ

９

同

上
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ル
ギ
ー
消
費
効
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一
号
に

令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車

乗
用
自
動
車

掲
げ
る
乗
用
自
動
車

乗
用
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二
十
五
年
経

者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
二

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
二
号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八
条
第
八
号
に

る
法
律
施
行
令
第
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の
エ
ネ

掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年
経

判
断
の
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
）
に

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

10

10

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の

種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号

ロ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動

車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超

え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ロ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日

11
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
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に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
八
項
の
基

準
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

11

12

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四

分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

12

13

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。
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二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
五
以
上
（
車
両
総
重
量
が
二

の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
五
）
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
二
十
五
以
上
）
で
あ
る
こ
と
及
び
当

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

13

14

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二

間
は
、
九
十
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

省

略

同

上

14

15

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

15

16

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三

定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で

十
日
ま
で
の
間
は
、
九
十
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も

ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

の
と
す
る
。

の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

省

略

同

上

16

17

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

18
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
基
準
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

17

19

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（

レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
（
同
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽

て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車

に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
表
の
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸

化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

20
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以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い

て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

18

21

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

号
に
掲
げ
る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分

の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

19

22

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
燃
費
評

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

価
実
施
要
領
第
四
条
の
四
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

ベ
ル
（
第
三
十
四
項
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

）
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
百
十
五
）
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に

お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ホ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

20

23

以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省

以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
と
す
る
。

令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

21

24

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
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で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

22

25

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四

分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

23

26

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
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ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
（
車
両
総
重
量
が

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
（
車
両
総

二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
以
上
百
五
未
満
）
で
あ
る
こ
と
及

重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
二
十
以
上
百
二
十
五
未
満

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

）
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明

る
こ
と
。

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

同

上

24

27

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

こ
と
。

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物

の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

25

28

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（

レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
表
の
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸

化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

29
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

26

30

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車

号
に
掲
げ
る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分

の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
で
あ
る
こ

と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

31
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

32
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

27

33

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
九
十
未
満
で
あ
り
、
か

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃

つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

28

34

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四

分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

29

35

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま

で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る

値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物

の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷

ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ

る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
（
車
両
総
重
量

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
（
車
両
総
重
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が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
九
十
五
以
上
百
未
満
）
で
あ
る
こ

量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
十
五
以
上
百
二
十
未
満
）
で

と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か

て
い
る
こ
と
。

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

同

上

30

36

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

こ
と
。

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物

の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
で
あ
る
こ

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

31

37

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
九
十
未
満
で
あ
り
、
か

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃

つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

32

38

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和

レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

33

39

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

4-21



年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動

号
に
掲
げ
る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
七
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分

の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
こ
と

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

40
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

34

41

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
七

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自

の
間
は
、
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
）
で

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

る
。

さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

35

42

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（
令
和
七
年
四

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
六
十
以
上
七
十
五
未
満
で
あ
り
、
か

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度

つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

同

上

36

43

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

こ
と
。

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
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け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に

掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

平
成
十
七
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及

二

平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
五
未
満
で
あ
る
こ

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

37
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

38

44

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（
令
和
七
年
四

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
六
十
以
上
七
十
五
未
満
で
あ
り
、
か

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度

つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

39
定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（

令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
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法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

40
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。省

略

同

上

41

45

（
自
動
車
重
量
税
の
納
付
の
事
実
の
確
認
等
の
特
例
）

（
自
動
車
重
量
税
の
納
付
の
事
実
の
確
認
等
の
特
例
）

第
四
十
条
の
五

法
第
九
十
条
の
十
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

第
四
十
条
の
五

法
第
九
十
条
の
十
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

認
定
又
は
評
価
は
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
又
は
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
か
ら
第

認
定
又
は
評
価
は
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
又
は
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
か
ら
第

四
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

四
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
側
方
衝
突
警
報
装
置
等
を
装
備
し
た
貨
物
自
動
車
の
範
囲
等
）

（
車
両
安
定
性
制
御
装
置
等
を
装
備
し
た
貨
物
自
動
車
の
範
囲
等
）

第
四
十
条
の
七

第
四
十
条
の
七

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
牽
引

け
ん

自
動
車
は
、
当
該
牽
引
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
第
五
輪
荷
重
に
つ
い
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係

２

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上

る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め

又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
六
十
七
条
の
五
及
び
第
百
四
十
五
条
の
五
の
基
準
と
す
る
。

、
細
目
告
示
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
九
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
基
準
（

車
両
安
定
性
制
御
装
置
（
法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
車
両
安
定
性
制

御
装
置
を
い
う
。
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
と
す
る
。

２

省

略

３

同

上

４

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

細
目
告
示
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
百
四
十
五
条
の
二
の
基
準
と
す
る
。

５

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

細
目
告
示
第
六
十
七
条
の
五
及
び
第
百
四
十
五
条
の
五
の
基
準
と
す
る
。

３

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

６

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
側
方
衝
突

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
車
両
安
定
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警
報
装
置
（
同
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

性
制
御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
（
同
項
に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽
減

。
）
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽

制
動
制
御
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
車
線
逸
脱
警
報
装
置
（
同
条

減
制
動
制
御
装
置
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る

第
一
項
に
規
定
す
る
車
線
逸
脱
警
報
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

側
方
衝
突
警
報
装
置
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
い
う
。
第

九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

自
動
車
と
す
る
。

４

法
第
九
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

７

法
第
九
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
側
方
衝
突

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
車
両
安
定

警
報
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

性
制
御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
（
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
検
査
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車

線
逸
脱
警
報
装
置
）
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動

車
と
す
る
。

５

法
第
九
十
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
乗
車

８

法
第
九
十
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は

定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
（
立
席
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

、
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
（
立
席
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

６

法
第
九
十
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

９

法
第
九
十
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
衝
突
被
害

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
側
方
衝
突

軽
減
制
動
制
御
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動

警
報
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

車
と
す
る
。
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